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事実の概要

　日本国籍を有する父とフィリピン共和国（以下、
「フィリピン」という）の国籍を有する母との間に
嫡出子としてフィリピン国内で出生し、フィリピ
ン国籍を有するＸら 27 名は、出生後 3か月以内
に日本国籍を留保する旨の意思表示を父母等が行
わなかったため、国籍法 12 条に基づき出生の時
にさかのぼって日本国籍を失ったとされた。そこ
で、Ｘらは、国籍法 12 条は日本国憲法 13 条お
よび 14 条 1 項に違反して無効であるとして、そ
れぞれ日本国籍を有することの確認を求めて、本
件訴えを提起した。なお、原告の一部は、予備的
に、国籍法 17 条 1 項に基づく国籍取得の届出が
有効になされており、日本国籍を再取得したと主
張している。
　一審および二審は、国籍法 12 条の定める国籍
留保制度の立法目的は、①実効性のない形骸化し
た日本国籍の発生防止および②重国籍の発生防
止・解消にあるとし、それが日本国外で出生した
者のみに適用され、日本国内で生まれた者には適
用されなくとも、また、出生後に日本人父に認知
を受けた非嫡出子は届出のみで日本国籍が取得で
きることの対比においても、同制度が合理性を欠
くとはいえないとし、したがって憲法 14 条 1 項
に反するものではないとした（憲法 13 条にも違反
しないとした）。なお、原告の一部が予備的に主張
した国籍法17条に基づく国籍再取得については、
適法な届出をしたと認め、日本国籍の取得を認め
た。
　そこで、予備的請求を行わなかった残りのＸら

が、国籍留保制度を定める国籍法 12 条は憲法 14
条 1項等に違反し無効であるとして、上告をした。

判決の要旨

　１　「憲法 14 条 1 項が法の下の平等を定めて
いるのは、合理的理由のない差別を禁止する趣旨
のものであって、法的取扱いにおける区別が合理
的な根拠に基づくものである限り、同項に違反す
るものではない」。「区別をすることの立法目的に
合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内
容が……立法目的との関連において不合理なもの
ではなく、立法府の合理的な裁量判断の範囲を超
えるものではないと認められる場合には、当該区
別は、合理的理由のない差別に当たるとはいえ
ず、憲法 14 条 1 項に違反するということはでき
ない」。

　２　「国籍法 12 条は、……重国籍となるべき
子のうち国外で出生した者について、日本で出生
した者と異なり、戸籍法 104 条の定めに従って
出生の届出をすべき父母等により出生の日から 3
か月以内に日本国籍を留保する意思表示がその旨
の届出によりされなければ……、その出生時から
日本国籍を有しないものと」した。これは、「実
体を伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる
限り防止するとともに、内国秩序等の観点からの
弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り
回避することを目的として」設けられたものと解
され、立法目的に合理的な根拠がある。
　国籍法 12 条がこのような区別を設けているこ
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とについて、「生来的な国籍の取得の有無は子の
法的地位の安定の観点からできる限り子の出生時
に確定的に決定されることが望ましいところ、出
生の届出をすべき父母等による国籍留保の意思表
示をもって当該子に係る我が国との密接な結び付
きの徴表とみることができる上、その意思表示は
原則として子の出生の日から 3か月の期間内に
出生の届出とともにするものとされるなど、父母
等によるその意思表示の方法や期間にも配慮がさ
れていることに加え、上記の期間内にその意思表
示がされなかった場合でも、同法 17 条 1 項及び
3項において、日本に住所があれば 20 歳に達す
るまで法務大臣に対する届出により日本国籍を取
得することができるものとされていることをも併
せ考慮すれば、……不合理なものとはいえず、立
法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものとい
うことはできない。」

判例の解説

　本件は、国籍留保制度を定める国籍法 12 条に
ついて初めて憲法適合性について判断をした判決
である。国籍留保制度は、時代によってその機能
を変化させてきていることもあり、本解説では、
まずはその内容および出生届との違いを明らかに
し、その後に現在の形を作り上げた国籍法昭和
59 年改正の際の議論を紹介し、それを踏まえて
国籍留保制度の意義、目的等を考え、その上で憲
法適合性の問題を考えてみることとする。

　一　国籍留保制度
　国籍留保制度は、そもそも 1924 年に国籍離脱
制度の一環として設けられたもので、その始まり
は、日本にとってはいささかつらいものであった。
明治・大正期に米国に渡った日本人移民に米国に
おいて子が生まれると、生地主義に基づく米国籍
とは別に、血統主義に基づき日本国籍が付与され
た。当時は、日本国籍を離脱する適切な方法もな
かった。このため、米国では、日本国籍を有する
以上、彼らに「合衆国民市民として完全な権利を
認めるべきではない」とか「合衆国市民権を付与
することは危険である」といった主張がなされて
いた１）。そこで、彼らの日本国籍を容易に離脱さ
せるために創設されたのが、この国籍留保制度で
ある。当初、米国を含む 6つの生地主義国で生

まれた日本人にのみ適用される制度として始まっ
た。その後、対象国が拡大され、戦後は、すべて
の生地主義国を対象にし、そこで生まれた日本人
（すなわち、生地国と日本の二重国籍者）すべてに適
用されるものとされた。一方で、戦後は簡便な国
籍離脱制度も整備されたことから、国籍留保制度
は、かつては「希望による国籍の喪失、すなわち
国籍離脱の一場合」２）と説明されていたが、そう
した側面よりも、わが国と生地主義国との間で生
じる重国籍を防止、解消するための制度として位
置づけられるようになった。
　生地主義国で日本人（父）親から生まれた者か
らすれば、留保届を出せば日本国籍を取得し、出
さなければ日本国籍を取得することができないこ
とになり、国籍留保制度は、戦後は、実質的には、
これらの人々の日本国籍取得のための制度として
機能してきた３）。

　二　出生届と国籍留保届
　国籍留保の届出は、制度的には出生の届出とは
別ものである。出生届は戸籍法 49 条以下で定め
られ、留保届は同法 104 条において定められて
いる。届出人も、父または母のように両届出に共
通するところもあるが、出生届で認められる同居
者や医療関係者に対する届出義務は国籍留保届出
には存在しない（同法 52 条 3 項、l04 条 1 項）。と
はいえ、国籍留保届は、出生届とともにしなけれ
ばならず、また期間も 3か月以内に行わなけれ
ばならないとされている（104 条 1項）。この 3か
月というのは、国外で出生した場合の出生届の届
出期間と同じである。さらにいえば、国籍留保の
届出方法は、戸籍法上は書面または口頭によって
することができるとされているが（27 条）、戸籍
実務上は、出生の届書の「その他」欄に国籍を留
保する旨を記載して届け出ることにより行って
いる４）。しかも、国内の市区町村役場に用意され
ている出生届出用紙には記載はないものの、在外
公館に用意されている出生届出用紙の「その他」
欄にはあらかじめ「日本国籍を留保する」という
文言が印刷されている。届出人は、その冒頭にあ
る□欄にチェックを入れ、この文言の後ろに準備
されている署名押印欄にそれを行えばよいように
なっている。国外で出生していることから、実際
には、大半がこれを利用しているといえよう。
　いずれにせよ、出生届と国籍留保届は、このよ
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うに一体的に運用されている。しかも、戸籍実務
では、国籍留保の旨の記載のない出生届書が送付
されてきた場合は、国籍留保の旨の追完をさせる
取扱いになっている（昭和 35 年 6 月 20 日民事甲
1495 回答）５）。加えて、この場合に届出人の住所
不明や死亡などで追完できなければ、出生届を国
籍留保の意思表示として解して処理してよいとも
されている（昭和 32 年 6月 3日民事甲 1052 回答）。
すなわち、出生届のみで国籍留保届も提出された
ものとして処理することを、この場合には認めて
いるのである。
　こうした運用から、国籍留保届が出ている人は
必ず出生届も出しており、出生届が出ている人は
国籍留保届も出している、ないしは出しているこ
とになっている。したがって、これらの人々は、
必ず戸籍に登載されている。

　三　国籍法昭和 59年改正と国籍留保制度
　日本の国籍法は、昭和 59 年に従来の父系優先
血統主義から父母両系血統主義に改正され、その
基本枠組みが大きく転換された。この改正の最大
の狙いは両性平等の実現であるが、この改正の結
果、わが国の重国籍者への対応が一変したのであ
る。父母両系血統主義を採用したため、日本人と
外国人の夫婦の間に生まれた子は、その外国人親
の国籍法の内容如何ではあるものの、ほとんどの
場合、その子は重国籍者となる。そこで、昭和
59 年改正では、国籍選択制度を導入して、この
重国籍問題に対処することとした。
　国籍選択制度が導入されることになった結果、
重国籍解消という同一目的の国籍留保制度は、こ
れを並存させる必要がないのではないかというこ
とになり、改正作業の中でその廃止論が主張され
た。昭和 59 年改正のために設置された法制審議
会国籍法部会の議事速記録６）によると、学者委
員を中心にこれが主張され、当初は同部会の中で
も廃止論が優勢であった。これに対し、外務省関
係の委員および幹事から、その存置論が強く叫ば
れた。在外日本人の把握のためである。昭和 59
年改正以前は、日本人男子が父母両系血統主義を
採用する国の女子と婚姻し、国外で子をもうけた
場合、この子は、国籍留保制度の対象となってい
なかったため、出生とともに日本国籍を取得した。
仮に、出生届をしていなければ、日本の行政庁は、
この子の存在を把握することができない。当時、

そうした事例の存在が指摘されていた。国籍留保
制度をなくすと、これらが頻発することが予想さ
れた。これでは、海外における日本国民の生命、
身体、その他の権利の保護を果たすことができな
いというのが、上記委員らの主張である（第 5回
議事速記録に詳しい）。そこで、在外日本国民の把
握のため、生地主義国に留まらず、対象を拡げて
海外で生まれた外国籍を持つ日本人すべてに国籍
留保制度を適用し、出生時の段階から在外日本国
民とそうでない者をはっきり区別し、把握しよう
としたのである。そして、それを戸籍を通じて行
おうとする考え方である。部会の当初の議論では
まとまらず、国籍法改正に関する中間試案の段階
では、国籍留保制度を拡大して適用する存置論が
Ａ案とされ、当初優勢であった廃止論がＢ案とさ
れ、両案併記の形で試案が公表された７）。
　その後、各界からの意見集約がなされたが、国
籍留保に関しては「正に半々」（第 8回議事速記録）
という状況のようであった。戸籍担当者らは存置
派であった。そして、国籍法部会の準備会なる場
において国籍留保に関しては前記Ａ案が原案とさ
れ、それが第 10 回会議において提案された。そ
こでは、前述の海外日本人の把握の問題は副次的
な問題とされ、国籍留保制度は、「重国籍防止の
機能を有し、かつ……国籍の実効性という観点か
ら地縁関係を考慮に入れた制度」（第 10 回議事録）
であると説明されている８）。学者委員の中には最
後まで廃止論を主張するものもあったが、結局、
これが部会案となり、法律案として提案され、現
行 12 条として成立している９）。

　四　国籍留保制度と憲法 14条 1項
　判旨は、区別をすることの立法目的に合理的な
根拠があり、区別の内容が不合理でなければ、憲
法 14 条 1 項に違反しないとし、国籍留保制度の
目的を、形骸化した日本国籍の発生の防止と重国
籍の発生の回避の 2点にあるとして、そこに合
理性を認めている。
　国籍法は、国内で生まれた二重国籍者について
は国籍留保の手続を要求していない。Ｘらは、こ
れを「出生地による差別的取扱い」と主張する。
国内で生まれた重国籍者は、特に国籍離脱の手続
をしない限り、国籍選択制度の適用される 20 歳
まで重国籍の状態が続く。その点で、日本の国籍
法は、昭和 59 年改正により重国籍にのぞむ姿勢
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が変わったことは間違いない。加えて、国籍選択
制度の中においても、国籍唯一の原則が最終的に
貫徹できないことがあることを想定している（国
籍法 16 条 1 項は、努力規定になっている）。重国籍
への各国の対応はかなり様々であるが 10）、少な
くとも日本は、昭和 59 年改正以前に比べ、それ
に対して柔軟な対応に転じており、この原則のみ
で国籍留保制度の存在を正当化するのはやや難し
いところがあるように思われる。
　その点では、もう1つの合理性の根拠である「形
骸化した国籍の防止」に、より比重があるように
思われる。とはいえ、最高裁は、「実体を伴わな
い形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止す
る」というのみで、形骸化した日本国籍とはどの
ようなものを想定しているのか、判旨からは判然
としない。血統主義の理念からすれば、親が日本
人であるにもかかわらず形骸化された日本国籍

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と
いうべきものが存在するのか。形骸化の判断は何
をもってするのか。それは血統主義とどのような
関係になるのか。こういったことが問題となって
こよう。一審は、この点について、国外で生まれ
た重国籍者は、国内で生まれた者に比べ日本との
地縁的結合が薄いと判断し、これがため、それら
の者が日本国籍を持とうとするのであれば、さら
なる積極的行為すなわち父母等による国籍留保の
意思表示を要求していると解している。国籍留保
制度においては、「本人の血統（血縁）ばかりで
なく、出生場所（地縁）、外国国籍取得（外国と
の連結性）及び留保届の有無（親の意思）」11）を
総合的に考慮して、国籍決定がなされているとす
る考え方に通じるものであろう。血統主義は維持
されているものの、一定の場合にはそれのみでは
国籍を付与しない、換言すればその限りで血統主
義が後退する場合があることを示している。こう
した考え方は、国籍留保制度が血統主義に加えて
一定の要件ないし基準を満たした者にのみ日本国
籍を取得させる制度であることを示している。ま
さに、国籍取得のための制度であるという考え方
に結びつく。
　昭和 59 年改正までは、海外で出生した二重国
籍者のうち、生地主義国で生まれた者についての
み留保制度が適用されていたため、まずは生地主
義国で生まれた者とそれ以外の外国で生まれた者
とに共通する国籍付与ルールを考え、その上で前
者にのみ国籍留保制度を適用する必要があった。

しかし、昭和 59 年改正により、同制度はその対
象が国外で生まれたすべての二重国籍者になった
ため、このような二段構えの解釈をする必要がな
くなった。そうであれば、国籍留保制度を出生時
の国籍取得のための制度であると理解することが
機能的にも正しく、また実質にもそっているもの
といえよう。
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